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平成 21 年 6 月 5 日 

各 位 

住    所         東京都港区芝浦二丁目 13 番 8 号 

会 社 名                     株式会社アプレシオ 

代 表 者           代表取締役社長  久國 清直 

（コード番号：2460 セントレックス） 

問合せ先   常務取締役管理統括部長  田中 耕治 

Ｔ Ｅ Ｌ               ０３－５４１９－８６５１ 

 

 

民事再生手続開始の申立てに関するお知らせ 

 

 当社は、本日平成 21 年 6 月 5日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うことを決

議し、東京地方裁判所に申立てを行い受理され、直ちに同裁判所より弁済禁止の保全命令および監督命

令が発せられましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

このような事態となり、株主様、お客様、お取引先様の皆様をはじめとする関係する皆様には多大な

ご迷惑をおかけするところとなり、誠に申し訳なく心からお詫び申し上げます。今後、役職員一同、再

生に向けて全力を尽くして参る所存ですので、何卒ご理解とご支援を賜りますよう、伏してお願い申し

上げます。 

 

記 

 

１．申立ての理由 

   当社は、平成 12 年 1 月設立以降、「快適な空間の提供をとおして時間価値の最大化を実現する」

をコンセプトに、複合カフェ「アプレシオ」および「I LOVE 遊」の直営店の店舗運営およびフラン

チャイズ展開を行ってまいりました。また、屋号のブランド価値向上および資金調達手段の多様化

による財務体質の強化などを目的に、平成 17 年 11 月に名古屋証券取引所セントレックスに株式を

上場いたしました。 

   株式上場をした後は、ガーデン軽井沢店（平成 19 年 9 月閉店）、沖縄国際通り店（平成 19 年 8 月

閉店）、ららぽーと豊洲店、幕張店（平成 19 年 9 月売却）、目黒店、銀座店（平成 21 年 4 月閉店）

とこれまでの出店基準に合致しない立地でありながらも、ブランド価値のさらなる向上のために、

立て続けに出店をいたしました。しかしながら、出店した店舗からは当初予定していた利益が上が

らず、平成 19 年 9 月に希望退職を募るなど合理化施策に取り組んだものの、過度な出店は金融機関

からの借入金増加につながり、当社の業績は大幅に悪化しました。 

   このような状況を受け、平成 19 年 12 月に経営陣を一新し、物流見直し等の業務改善や本社事務

所移転等の経費削減、借入金返済等の資金確保のために直営店を売却するなど、収益力の強化や資

金繰りの改善のための施策を実行してまいりました。しかしながら、借入金の返済資金を確保でき

るまでの業績回復には至らず、今後予定されている借入金の返済資金の目処が立たない状態となり



 2

ました。 

   以上の事情により、当社は自力による事業再建は困難と判断し、事業の抜本的な再生を図るため、

民事再生手続による再建を決断いたしました。 

 

２．負債総額（平成 21 年 6 月 5日現在） 

約 22 億円 

 

３．今後の見通し 

当社は、今後、民事再生手続において、速やかにスポンサーを募集・選定し、裁判所および監督

委員である三森仁弁護士の指導監督のもと、株主様、お客様、お取引先様の皆様をはじめとする関

係各位のご支援、ご協力を賜りながら、スポンサー支援のもとで信頼の回復と事業の再建に向けて

全力を尽くす所存でございます。 

関係者の皆様に対しまして、多大なるご迷惑をお掛けしたことを重ねてお詫び申し上げますとと

もに、当社の再建にご理解とご支援を賜りますよう、改めてお願い申し上げます。 

 

４．証券取引所規則に規定する再建計画等の審査に係る申請の有無 

   名古屋証券取引所株券上場廃止基準第3条の2第1項に規定する再建計画等の審査に係る申請は、

行わない予定です。 

 

（ご参考：申立ての概要） 

（１） 申立日     平成 21 年 6 月 5日 

（２） 申立裁判所   東京地方裁判所 

（３） 事件番号    平成 21 年（再）第 155 号 

（４） 事件名     民事再生手続開始申立事件 

（５） 申立代理人   東京都港区六本木 6丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー23 階 

        TMI 総合法律事務所 

        弁護士 行方 國雄 

         同  佐藤 真太郎 

         同  髙野 大滋郎 

         同  金山 梨紗 

         同  吉田 和雅 

         同  梶原 圭 

         同  海住 幸生 

         同  佐々木 政明 

         同  前田 禎夫 

（６） 監督委員    弁護士 三森 仁 

 

以上 


